
 

1 

「令和６年度杉並区食品衛生監視指導計画」の実施状況 

 

「令和６年度杉並区食品衛生監視指導計画」の実施状況を、食品衛生法第 24 条第５項に基づき、

下記のとおりお知らせします（実施期間：令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点事業の実施結果 

 １ 食中毒対策の推進 

・食中毒が発生しやすい業種及び大規模な患者発生につながる集団給食などの大量調

理施設を中心に、監視指導を実施しました。 

・学校・保育園・高齢者施設等の給食施設について重点的に監視指導を行い、食中毒や

感染症への抵抗力が弱い集団の健康被害防止に努めました。また、肉の生食など食中

毒のリスクが高い食品を提供する可能性のある飲食店等に対して、夜間監視などを実施

し、カンピロバクター食中毒等の発生防止を図りました。(表１、表２) 

・許可や届出等のある監視対象施設（施設数 9,271 件※令和７年３月 31 日現在）に対し、

10,617件の立入検査を実施しました（当該計画に対する実施率 106.2％）。 

・区内で発生した食中毒は３件、患者数 26 名（死者０名）でした。病因物質は、カンピロバ

クターによるものが２件、ノロウイルスによるものが１件でした。 

・食中毒の発生時には、原因食品や病因物質を明らかにするため、施設及び患者等関係

者の調査を行いました。また、原因施設に対し改善指導を行い、衛生上の危害拡大及び

再発防止を図りました。 

・区外の施設が原因で発生した食中毒について、関係自治体と連携し、患者等関係者の

調査を実施しました（表３）。 

 

 ２ 食品等事業者による自主的な衛生管理の推進 

・学校・保育園給食施設をはじめ、食品等事業者に対し、危害分析・重要管理点

（HACCP）の考え方に基づき工程別検査等を実施し、結果をふまえて各施設に助言指

導を行い、自主的な衛生管理について意識の向上を図りました。 

・食品等事業者を対象とした講習会（55 回、2,529 人参加）を実施し、HACCP に関する情

報や技術の提供を行い、HACCPの定着を推進しました。 

・施設への立入検査時に食品等事業者が作成した HACCP に沿った衛生管理計画の内

容や実施状況等を確認し、助言指導を行いました。 
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 ３ 食品添加物の適正使用及び食品の適正表示の確保 

・区内に流通・製造・販売される食品等の安全性を確認するため、区内食品製造業者に

対し、食品の製造基準・保存基準の遵守、食品添加物の適正使用、適正表示の徹底等

の監視指導を実施しました。 

･広域に流通する食品（94 検体、1,251 項目）や輸入食品（62 検体、695 項目）の収去検

査を実施し、食品添加物の使用状況等の確認を行いました。違反となる食品はありま

せんでした。 

・野菜や果物について、残留農薬検査を実施しました（16 検体、4,208 項目：主に有機リ

ン系農薬等）。残留農薬を検出した野菜や果物はありませんでした。 

・食品表示法に基づき 8,025 品目の表示検査を行った結果、12 品目の不適正表示を発

見しました。表示責任者に対し、適正な表示に改善するよう指導しました（表４）。 

・アレルギー物質の表示について確認するため、収去検査を実施し、適正な表示を徹底

するよう指導しました（4検体、24項目）。 

 ４ リスクコミュニケーションの推進（消費者・事業者・行政間の情報提供及び意見

の交換） 

・消費者・事業者・行政の三者がそれぞれの立場で食の安全を考え、意見交換を行うた

め、「食の安全を考えるシンポジウム」等を開催しています。今年度は「誰かに話したくな

る食中毒のハナシ」をテーマにシンポジウムを開催（参加者 82人）するとともに、「三者の

意見交換会」での定期的なリスクコミュニケーションを通じ、相互理解を深めました（２回、

参加者延べ 64人）。 

・食中毒予防や食品表示法の改正など食品衛生に関する情報について、区公式ホームペ

ージ（11 回）、広報すぎなみ（７回）において、区民や事業者に対し情報提供を行いまし

た。 

・令和６年３月に健康被害が多く報告された紅麹を含む健康食品についても、区公式ホー

ムページ等において注意喚起を行い、健康被害の拡大防止を図りました。 

・食中毒予防や住まいの衛生について普及啓発を行う街頭イベントとして「食と住まいの

ふれあい広場」（参加者 311 人）を実施するとともに、消費者グループとの連絡会（９回）

や母子関連事業等において、リーフレット等を用いた食中毒予防の普及啓発に努めまし

た。 
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表１ 飲食店等施設の監視指導及び収去検査件数 

業  種 一斉監視件数 収去検体数 

飲食店 
仕出し・弁当・調理パン・そうざい・すし・大量調

理施設等 
689 62 

製造業 
和生菓子・洋生菓子・めん類・豆腐・魚肉ねり製

品・食肉製品・そうざい・アイスクリーム等 
439 72 

販売業 食肉・魚介類等 410 140 

給食施設 学校・保育園・集団給食・福祉施設 964 70 

合  計 2,502 344 

 

表２ 小児・高齢者等の関連施設検査件数 

 衛生管理 

点検票 

調査施設数 

現場簡易検査（スタ

ンプスプレッド法） 

ATP 

清浄度検査 

調理済み食品の 

収去検査 

施設数 検査件数 施設数 検体数 施設数 検体数 

学校 62 62 3,211  32 226 11 17 

保育園 41 42 1,595  41 278 25 30 

高齢者・福祉関係施設等 27 31 834  23 138 23 23 

合計 130 135 5,640  96 642 59 68 

 

表３ 食中毒関連調査件数（当区外の食中毒事件で、当区で患者等を調査したもの） 

年度 6 

関連調査件数（件）  70 

被調査者数（人） 188 

 

表４ 食品の表示検査 （単位：件） 

実施件数   8,025 

表示違反件数      12 

違
反
の
内
容 

無表示      0 

期限表示に関するもの      3 

食品添加物に関するもの      0 

その他      11 

注：複数項目重複計上 
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表５ 食の安全に関する相談件数   （単位：件） 

営業許可 12,543  添加物 0 

表示     33 新規開発食品 0 

規格・基準      4 食用可・不可に関する疑問 1 

食中毒     79 マスコミに関する事項 0 

残留農薬      0 苦情相談 47 

輸入食品      0 その他（模擬店等） 744 

合 計 13,451 

 

表６ 苦情相談等の処理件数     （単位：件） 

異物混入 9 食品等の取扱  9 

腐敗・変敗 2 食品の表示  0 

カビの発生 2 有症苦情 20 

異味・異臭 1 施設設備不良  4 

変色・変質 2 その他  6 

合 計 55 

※届出件数 47件、複数項目重複計上 

 

表７ 食品関係営業施設の許可・届出件数 

年度 2 3 4 5 6 

新規営業許可（件） 1,111 1,255 1,245 1,144 1,069 

更新営業許可（件）   939    121     0     0     0 

営業届出（件） - 2,798   326   259   300 

 

 

 

 

 


